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浪華　　　松浦琴鶴純逸著述
〇節分の夜に年越詣と称し翌年の歳徳方へ参詣するは理
に当らす其如何となれは先節分といへるは立春節に入の
前日にて乃当年の終なり故に節分の夜は当年無事に終り
たるを喜悦礼参の為其年の歳徳方へ詣るこれは最も理な
り翌年の歳徳方へ参るは恐らく節分の夜にはあるまし是
立春節に入の翌朝正しく新年となるを俟て其新年の歳徳
方へ詣り当年安全守護の礼拝をなす歳徳詣と云是なり
〇歳徳架を斜に釣は少し心得足ぬ所あり其理先歳徳は年
年環て甲丙庚壬にあり故に俗是を亦恵方架ともいふ天の
恵を保の方なりといへ里盖十千は天の位にして動て定れ
る在方なし唯其五行の属する所を分つて正しく四方に竒
隅する耳故に歳徳架は斜にせす其年の在方に因て四方と
も其正当に向ひ直に釣を理とす
〇正月と十二月との出生は立春節の遅速によつて生年の
思違あるものなり是本命の繰違となる故方位を撰ときよ
く此義を尋訂すべき事なり夫種々の災に罹ものありて必
す方災ならんと察しなから臨考的当せさるは所謂生年本
命の繰違なることを知べし

〇三元本命的殺とは人々生年の九星干支年々環て對座す
る所なり是命寿を損傷する人々一己の大凶方ゆへ宅主而
己にあらす其家住居の親族夫々此凶方を撰避べし伹し家
僕は妨なし忌避に及ばすとす
〇凶方多と雖も就中歳破月破年月暗剣殺五黄殺本命方的殺方
等是を六凶の大殺と称し彼天月徳陰陽貴人なとの大吉神
にても猶防難き強烈の大凶方たり凡方位を撰は此六凶を
避ん為にて他を顧に及はすとおもうふべし
〇磁石居所の説区々にして皆其一理ありと雖も畢竟は其理
に泥の説多く其用は至て疎し唯緊要は本宅の中央を以て
磁石の居所とし家相方位の吉凶を撰めは応験的当万に一
失なし凡磁石の居所は方位家相の吉凶を考る本原なれば
能習学熟得すべきなり委く奥に図を以て示せり
〇真の吉相を得と欲はヽ家僕は忌避るに及ばすと雖も其
家住居の親族は残す夫々の本命方的殺方を除き彼歳破月
破年月暗剣殺五黄殺等の凶方を避以て天月徳陰陽貴人抔
の吉神と本命相生の星と同会するを撰を要とすべし是富
貴万倍の大吉方と謂べし
〇本命中宮にあるを中一と称し八方皆凶なりといへるは
甚しき誤なり是唯中宮の普請等を禁而己故に本宅の屋根

替なと都て中央局而己の動作大に凶しと知べし
〇普請移徒等の節家族多して一時の吉方得難ければ其妨
となる本命の人を宜く移徒普請の場所の吉方となるとこ
ろへ假住に出し置へし是を活変の法といふなり
〇風雨逆水震雷等凡て不慮に破損して捨置難く両三日に
て成就すへき手軽の修覆なれは真太陽の吉方或は天徳月
徳の吉日を以てすべし妨なしとす
〇妊娠の人ある家は少しの造作も大に凶し殊に竈の築替
上塗杯堅く忌なり但し抱屋鋪等別所にある家の普請抔は
妨なし但臨産の向様胞の蔵所抔方位の撰格最とも大切な
れは軽忽におもふべからず
〇凡そ吉方を撰ときは両三年以前より当時まて造作転居
等にて凶方を犯せし事はなきや懇に尋訂すべし若是迄凶
方を犯せし事あれは後年に至り其祟にて応る災害も本主
は是を弁さるゆへ今の吉方の撰誤なりとおもひとりて必
ず意恨におもうふなるべし是撰者の不念となれはなり
〇転居の吉方を撰む節は家相の善悪をも尋考べし能選て
吉方を指揮するとも移る家凶相なれは転居の方徳なき耳
ならす両三年の中には必す凶相の祟害発とす然れとも本
主其理を弁すして唯撰者の選誤なりとおもふものなれば

なり
〇造作転居の吉方を撰とき四季とも土用を除ことをとり
失さる様すへしいづれ造作転居には土気を犯ことある故
なればなり若止難き動土なれは本命納音とも金に属する
人を以てするの説あり
〇住居は本宅の中央より方位を定むる事前に述がことし
又一村中に抱る堤新田池郷庫等の修作は其村の中央より
年月吉方を撰べし又町中に抱る番人の詰所或は大道普請
町境の木戸抔を脩造するも亦同し理にて其町内の中央よ
り方角を定べし川筋の石かけ水道の大浚抔皆同じと知べし
〇普請小屋は假建のものなれども凶方に営めは亦方災に
罹こと著明なれは必す軽忽にする事なかれ宜く吉方に営
べし
〇田舎にては普請の用材土石等を山林より取来るあり其
建物の場所は吉方なりとも右取用の山林凶方にあらは別
して祟烈しとす是活木活土を取ゆへなればなり能撰みて
みな吉方に当るを考べし
〇家庫等を建る用材は国所に因って其澤山なるを用ゆる事ゆへ
強て禁難と雖も俗家には先槻楠栗栴檀槐等凡て陰木又生
立易き雜木を忌なり唯檜松杉栂等を以て宜とす

〇普請の方位は先舊屋取拂石搗上棟此三ヶ度は必らす吉
方吉日を撰へし偖普請成就の上移徙の節は亦吉方に当を
俟て移ことなり
〇舊屋を取拂瓦石芥を取除き予か方臨書に屡述る砂蒔の
法を修し偖六凶殺といへる歳破月破年月暗剣殺五黄殺本
命方的殺方等を避天徳月徳陰陽貴人の吉神を以て造作に
取掛べし
〇地面高低吉凶の説種々ありと雖も大概表高く裏低きを
第一の凶相とす彼川添掛造の宅に住し発達する者なきを
以て知べし
〇雨水遣水の流坤艮の場所へ出るは大に凶し又外堀或は
川水の流を住地中へ取入るも亦同し理にて大凶なり
〇地面建家とも大概乾巽は少し張出るを吉とし坤艮は少
も欠張なきを吉とす其餘論説多し全体八方とも欠張にて
正直なるを以て最上とす若欠張なるが如きは其形勢に順
建家を営み住居を搆へ以て凶相を補い吉相に転する事あ
る故欠張吉凶の節を論定せしものなりと知べし
〇坤艮の場所は勿論布地中に大木あるは大凶なり故に銀
杏椵等すべて生立易き樹木栽べからす又柘榴棗蘇鉄芭蕉
等は頗る陰木ゆへ亦庭木に栽を忌なり盖又世人大木堀取

ことは甚た凶し迚樹木のさし出るたけ切抜よけて垣塀の
類を搆ゆるあり是猶悪し凡庶人の住地中にある大木陰木
は必す取除くべきなれとも軽忽に堀取難き訣あり委く予
か方臨秘伝集にあり
〇地面狭く家寛大なるは極て凶なり凡て建家の棟他に遮
て高きは凶し又庶人の家無益に広く大にして住者少は凶
なり唯家少く人多を以て吉とす
〇子丑寅の三方井戸竈厠備あるは別て凶なり伹し壬癸の
所にあるは妨なし
〇井戸竈厠は人用最主の備ゆへ坤艮二方にあるは別て凶
し是家相第一の凶備たり此凶相を取除にも又妨なき所へ
立るにも不浄穢湿に触さる法あるなり
〇表門裏門は勿論建家の出入口窓切戸口に至まて天尺を
以て吉寸に開置べきなり際て幸福あり
〇間取畳数或は玄関或は店の間の搆ある所の方位と其間の畳
数と相生を布夫より次第相生の間続となる様考布べし
〇床敷奥に至て次第に高く上段下段の間取に等き建格是
威権強きを主とる備ゆへ高家には最も吉相とすと雖ども
庶人の住居には大に凶し是図面に著し難きゆへ家相考の
節能心を配て宅図を閲へし凡此一条に限らす布石穴庫じ

やうご窓物干場等宅図に著し難して而も大凶相となるも
の種々あり宜く臨考すべし
〇家の中央板間とするは大に凶し又段階子抔すべて重き
置物を以て備置は大凶なり又中央は土気の主とる所ゆへ
畳の員金の間取を吉とす極て幸福を得且産業繁昌を主さ
とるの間取なり但し金の間とは二畳九畳十畳等餘は察知すべし
〇土蔵は広狭に抱はらす三階建は大に凶し又倉庫の屋根
は流を東西につけ棟筋を南北に附を宜とす又戸前口およ
び窓の立横抔天尺を以て吉寸に開置は財宝を保の吉慶あ
りとす

〇離座鋪一方口に搆は凶相なり伹し其一方に窓を開置ば
二方口の象となりて妨なし
〇茶の間は閑雅遊樂の所是奢の一端なれは庶人の住居に
は無用の備たり尤囲広間等間取種々あれとも四畳半抔は
陰逸籠居の備なりといへば最も好しからす凡茶席囲の作
形は清貧獨楽の住居に因か故別荘には格別通世の住宅に
宜しからさる搆なり
〇中二階と称し床敷を高く建床下を物置として不浄物を
入置なり是大なる凶相とす
〇住居の中隔の柱を中途より切取て二軒を一住居とせし

家は凶なり都て柱の切接あるは大に凶し別て大極柱小極
柱といへるもの切接あれは宅主短命を主とるなり又路次
の上を二階に取込たる住居も同しく凶相とす
〇繁花の地には往来軒下を建出し灶水流し抔の搆所とす
雜具は格別此に灶或は神佛の霊檀抔備置こと大に凶し又
予屡述るか如く坤艮の二方に堀込の芥場用心水其外湿気
の具を置こと大凶なり家相第一の禁とす
〇有来の古建物座敷店の間抔其儘にし柱を切接なとして
新に高く二階座敷を搆ゆるなり是次に述る半造作と云普
請に等く大に凶き宅相とするなり
〇質素を旨とし皆造を憚て或は家の表流を其儘さし置棟
より内を切拂内流を建延し又は柱を接木して下家建を高
くする抔尺新規建出しにならすしていはゞ半造作の立接
といへる普請は大に凶し伹し上にて足たるは妨なしとす
〇坤艮の土蔵は凶相となるを知て少しく切取其凶を補ひ
防といふ説あれども信し難し凡て立接切拂の搆ある住所は
必す祟あるを以て知べる
〇地形家搆とも吉相にして家内に長病の人あるは必す其
病人の本命場所に厠水溜手水鉢等凡て不浄陰物の具搆あ
る故なり吉方の節を撰て之を取除は忽ち平瘉するなり

〇先に祈祷祭奠して造作転居を脩せしむるは甚しき僻法
たり此修法にて方災無に極らは彼吉方撰の術は無用のも
のなるべし且有財の徒は永世方祟に罹る事なきの理なり
抑方祭祈祷というは知すして凶方を犯せしを恐悔して怒
気を和むるの修法なりと知べし其法先安宅神咒経といへ
る方災解除の経典を読誦すれは諸殺鎮和せすといふ事な
し又一修法に報殺普請とて宜く吉方の普請を営めは前の
方災必す解除す或は病災に罹る人ならは宜く吉方へ假住
に出べし病気忽全快す是等は祈祷祭奠に及す方徳を以て
前の方災を解除くの修法なり猶委くすべて当書に洩し諸
法撰格の秘訣は予か方臨秘伝集及び家相秘伝集に詳なり
凡此両秘集と今此件々の摘書と三部の指旨を照し合せ以
て方位家相を臨考すれは万に一失なきものなり
〇凡て方臨の吉相は人命に拘る大切の趣旨なれは軽忽
撰べからす其師の門に入て宜く指揮を需べし之を犯て
方災に病症は医療の関る所にあらず薬餌心を竭とも更
に功なし只方道の威徳を駈て吉方に居を転れば病瘉る
耳ならず能幸福を致す是を方災解除転禍為福の法と云
なり盖其吉方を擇は先中央を定むるを主要とす凡中央
は方隅の基場にして吉凶の因て起る所なればなり

　　　　　宅舎搆所に因地形に凶相を防ぐ備格の弁
凡住宅の地は欠張なく四方正直なるを以て上吉とす高低
曲直紛々たるものは其論一定ならずと雖大略欠入たる搆
には吉相少きものなり然ばとて張出るにも亦分度あり假
令ば乾巽の地も相応に位よく張たるを吉とす若夫乾宮な
ど過分に張出るものは主人自から気亢り権威を専として
我意に募の象あり故に庶家には別て凶しとす又坤艮は大
旨張欠なきを吉とす此二宮欠入たる搆は衰微の相にて住
人次第に滅亡し家内寂寞たるを主とる最大凶の備なりも
しかゝる地に住ものは宜く其欠入たる地形を転革すべし
夫猶転革し難ものは別に倉庫宅舎等を立連て彼坎地の凶相
を補ふ理もあるなり又乾巽の流出は地相の凶を防の理あ
るを以て雨水遣水等は乾巽へ流出るを宜とするの弁抔委
は予か家相秘伝集に述たり往て覧べし猶八方とも其地欠
張の形により宅舎の搆所あるなり例せば張備の中に於て
も乾巽等は殊に位よく張出るを吉相の地とすと雖も宅舎
の搆所其地に応ぜざるときは極て地徳薄く其甲斐なきな
り又欠込の地と雖も搆室其地に応るときは是が為に凶地の
災ひ必消滅に近く其理をいはゞ住地の乾欤坎欤に宅舎を
搆え家の中央より坤艮の方に陰湿不浄の備なき様を第一

として其餘家相の不祥を除き頻に撰て吉相而己を布は假
令地形に凶相有とも只其凶を防のみならず却て能吉慶を
招き幸福を致ことを主どる是を以て宅舎の最も重ことを
知べし盖宅舎は住居の曲直棟員の多少に因て中央の場尤
定難きもの間あり苟其中央を誤ときは吉凶明断暗に齟齬
して的中為ざるものなり謹て軽忽にする事なかれ
　　　　　中央を定むる弁
家宅中央の臨定は宅相随一の要務たり苟其真所を究むと
欲ば先龍穴砂水の理を明にすべし夫水は龍の起る所に従
ひ砂は穴の定まる所に因て三白宝海に曰龍の起る所を知

と欲ば須く先水の来る所を見るべし水乾に近ければ是を
巽龍とす言は假令は乾宮欠入か如きは水乾に近して是を
巽龍の地と云乃巽の四緑星中に入の位ゆへ坤を一白生気
の宮とす此に穴を搆ときは生気の宮とす此に穴を搆とき
は生気を受る吉宅の備なりとの儀なり盖穴とは主座宅穴
の謂なり是即本宅にして所餘の衆至を指て砂とは号しな
り又一説に棟の断続に拘らず惣住居の中央を取て穴とし
八方を以て砂とすといへり是又立家の欠張を以て宅の龍
水を起す砂穴の定格たり又恊紀弁方書に廰を以て中央と
すといへるは即尊所に因て定むるの説にして廰は今いふ

政所なり訴訟を弁へ賞罪を糺の所なれば若くは玄関或は
祭檀所務の所ともせん欤餘は類して知べし彼宅主の居間
を以て中央とすといへる此尊所の説に因なれとも亦一説
に先居所を搆は地の中位を定て以て吉所に宅を備へ宅の
中位を定て以て吉所に主室を置といへり是所謂宅の龍水
を起て以て生気の吉所に主室を置ことにて此搆の一棟即
本宅にして磁石の居所此に定まるなり所謂宅主の居間を
中とすといへるの説は是畢竟家宅を営の初より惣立家の
中央辺に宅主の居間を備置の意を以て造作すべしとの定
論にして全く是主室に本宅備を以て本旨とするの謂たり

既に是のことく中央の弁諸説区々にして皆一理を具たり
故に取捨一決し難に似たれども能其委説細論の奥旨を沈
思し理の淵源を探るときは宅主の居間を備たる本宅に中
央の位止こと明けく是其正説なる事を知るべし凡中央は
方位の枢要吉凶判断の因て起る所なり若此を誤ときは臨
考悉齟齬して断する所すべて的中する事能はず豈其忽に
すべけんや最も審察すべきの先務なり
　　　　　宅舎九宮の割格
凡て家宅を相するに先宅中に九局を布設けもつて九宮に
犯す是立もの備等一切吉凶を判つ所以なり其法屋室四面

の礎を界とし是を九宮に分ち其中局の界目より四隅を斜
にして八方の領度を求む假令は九間四面の立物のごとき
は中分即三間四方なり其四隅を欠除けは左の図のごとく
中に八方の局をなす是即九宮の領度なり又次下に示すも
のは長短ある立家の中央領を求むる図にて其求法亦異な
ることなし只其短き方を取用ひて定むる例なり假令は四
間半に八間の立物のごときは中分即一間半四方なり是を
八角に直して中央領と定むる事上の図に示すが如し



長 短 有立家中央領図
中 央 領 度 之 図










右中央の定格に棟備と住居との二様あり其棟備を以て定
ものは本宅一棟を界とす假令は左に著す初の図の如し玄
関店離座敷等すべて床続廊下続の立格なれとも棟備を以
て定もの故即本宅一棟の中にて中央領を量定なり
〇又住居を以て定ものは惣礎を界とす假令は次の図の如
し立格三棟に別棟毎高低大小ありと雖も宅中一連の住居
にて何の棟を以て本宅と決難し是棟の大小高低に拘す住居を
以て定もの故惣礎を界として中央領を量り定なり盖中央
定格に此棟備と住居との分別を観察むることに亦習錬あ
り悤卒にして愆ことなかれ

























欠 備 中 央 図
張 備 中 央 図










右上の図の如きは所謂戌亥張の家相なり此北の界戌亥の
間狭く子丑寅の間は広し即此広き所の礎を界として中央
を定むるなり〇又下の図の如は未申の欠備といふ此南の
界未申の間狭く辰己午の間広し故に此広き所を取用て定
むることすべて前例の如し
〇左の図の如き南の界狭く辰己と未申の界広し是を南張
の家搆と云〇又下の図は辰と未申の界狭く巳午の界広し
是巽坤欠の宅相とす是等も広き所を取用て欠張の位を定
むる法なれは此両図とも其ひろき所の礎を界として中央
を定むる事亦例して知べし


欠 備 位 中 央
張 備 位 中 央










左に著す四個の図は形勢出入等分にして欠張の位定め難
きものの例を挙なり是等の如は図中に示ごとく平均の理
を以て中央を定べし尤此類の地面宅舎等間有て予も従来
見及ぶ所なり然に此類は磁石の居所不分明なれは各〃私
意を以て定むる故動ば欠張の理を失して断ずる所の吉凶
暗に齟齬す予累年此の如の宅相にはこの平均法を以て磁
石の居所を定て臨察し其指揮を施に的当せざるはなしす
べて地形に添て家宅を立営むときは欠張の備種々に異も
のなれども此平均法の理を以て推定ときは猶斜田を量に
真矩を以する如く方道自ら其正を得べし


欠 張 平 均 図
欠 備 二 所 平 均 図











張 備 平 均 図











左の図の如き軒下椽廊下はすべて礎外の設なるゆへ
是を除て磁石を立こと勿論の理なり〇又下の図の如く軒
下を住居の中へ取込て畳を布置備間有は聊異るやうなれ
ども是亦同し理にて磁石を定むる中へは入難しと知べし
此固より住地にあらず往来の場所なればなり尤住地中な
れば必す軒下等の論にあらず聊の廂作りにても下家立の格
に准じ磁石を以て方道を触べきなり惣して宅相は椽廊下
は格別畳の布ある所は凡て住居の中として磁石の居所を
定むる例なりと知べし猶家宅の備種々多し次々棟搆の図
若干を戴て其説を弁するなり























右図の如は住居一連なれども棟を別ゆへ乃寝閨搆へある
所の一棟を以て中央を量る是所謂棟備を以て定ものなり
〇左の初の図の如は一棟続の搆なれとも住居と勝手との
礎手違深して全く一搆とはなし難し唯聊棟続といふ迄に
て別棟続の類なれは強て棟を以て論ずべからず住居の所
を取て中央を定べし是当然の理なり
〇同く次の図の如は右に似て甚異なり住居と勝手との礎
手違い浅して棟も一連ゆへ惣立家の中央を以て磁石を立る
其理疑論なし是亦住居を以て定むるものなり




































右に図するの流違の下家なり是は住居一連なるゆへ惣礎
を界として中央を定と知べし凡て下家の立物は流続にて
も又流違にても其理大概相同し是住居を以て定むる故な
り若棟備を以て論するものは必下家は入ざるなり
〇左の図の如は前図の赴に似たる流続の下家なれども是
は此下家の所物置場となりし故類していはゞ礎外の意に
して彼軒下椽廊下に等く中央を定むる中へは入難とす是
を以此下家の添立を除きて磁石を立る是当然の理なり若
此下家立の所灶室なりとも凡て住居の中なれば亦軒下等
と同論にあらず正く磁石の中に入べきなり
























右図の如きは前図の立格と粗同きに似たれとも棟備大に
異なり前図は下家添棟なり畢竟物置場にて住居にあらざ
る故下家を捨て中央を定む此図の如は正しく棟を分たる
もの故寝閨搆ある所の一棟を界として磁石の立所を量な
り其異る所謂得て知べし是即棟備を以て定ものなり
〇左の図の如は添棟の所即勝手廻りにて凡て庭なり又別
棟の所は座敷茶室等の搆所なり依て此二棟を除寝備あ
る所の一棟を界として中央を定む是棟備を以て論ずるも
のなり若此図床敷と勝手との備格により住居を以て定む
るときは惣礎を界として磁石の立所を量もあるなり












左の初の図の如は棟藁葺にして軒瓦の立ものなり是の如
は市中の軒下と同論にあらず棟軒とも住地の中ゆへ立物惣
礎を界として中央を定むるなり凡下家軒下の所住地中に
して住居の中とすれば中央を量る中へ入こと勿論理とす
盖椽廊下等は固より礎外なるゆへ往来の場所はいふに及
ばす假令住地中にて棟下下家下になりとも除て中央を定
むる例なりと知べし
〇同次の図は一方軒続にて棟に高低ある藁屋なり尤此建
格は瓦葺にも間あり何にても此の如は住居勝手に拘らす
一棟の論を以て惣礎を界として中央を定べきなり























左の初の図土蔵の搆なきときは本宅一棟の中央をもつて
磁石を定むる故別に論説なし今此図の如は土蔵の搆へあ
る丈本宅の立物を欠失の理ある故中央転動する事を知べ
し餘曽て此の如き立格にて乾宮に土蔵を備たる家の一挙
を以て土蔵は假令立家の中へ取込有とも住居の中へ入難
き理あることを察知せり
〇同次の図の如は前の図説と相反す井灶座敷等の搆へは
普通の立家なれとも是を除て取さるは土蔵の中に寝閨の
備ある故なれはなり此のごときは此一棟の礎を界として
中央を定む是必然の理なりと知べし



































右図の如きは大棟家座敷等の建物巍然として大造に且此
大棟家の中に灶座飲食の場所等搆ありと雖も今此に中央
を定ずして彼大棟家より悠に廊下を伝ひはなれ座敷に等
き別間を以するものは此に宅主の居間寝所を備たる故な
りと知べし即此別棟小建物の礎を界として中央を定むる
なり宜く図を閲て察べし
〇左の初の図のごとき大家に至は自然にして本宅とする
所備り是只偏に大家を以て眼目と定むるものにして猶家
宅の大小を指て山の高低に比していふが如し夫山岳は高
嶺を以て本龍と称し連山の主とす宅舎は大家をもつて本

宅と称し衆室の主とすといへるに因のみ盖此説の如きは
曽て寝閨居間の搆所又住居勝手の備格にも拘はらす只一
途に彼おもやをめあてとして磁石の立所と定むるなり然
とも役宅抔にて此のごとき立格は是亦決て此中央の定格
に合す必す差里其理次の図を見て審察すべし座敷台所等
の棟最も大造なりと雖も是を取ざるものはすべて立家の
大小棟の高低に拘はらず唯専ら宅主の居間を以て磁石の
居所と定むる所なり盖中央の定格此二理の浅深取捨の弁
用は乃巻末に著す中央二ヵ所を立る図説あり宜く其所に
往て推察すべし























左の二個の図は次に著す丘坂峪造の立家に中央を定むる
図と其形粗似たりし而己此は平地にして常の二階造の建
ものなり但し初の図の如は隣家の二階を取込み大に広く
搆へ下往居は至て狭く纔に庭台所等勝手廻り耳なれども
此に寝所を兼るゆへ下住居を以て中央を定む〇又次の図
の如は二階に狭小の粧室を搆と灶の煙出しを棟まで通す
耳表二階は残らす貸て隣家の領とすと雖下住居は惣て我
居宅ゆへ茲に磁石の居所を定むるなり此二條は凡て一棟
の中にて二階と下住居と各々別人住なして磁石の居所分
別し難を解暁さんが為に設くる所なり地面山添抔にて高


二 階 他 家 持 之 図











二 階 取 込 有 之 図











低ある所は建物一純ならす住居段搆となりて中央紛しき
もの往々あり予若冠の頃所々遊歴して家宅を相せし中に
山岳岸坡に添て造る家浪華近国にては和州吉野摂州有馬
等の地に多し其地繁昌稍都会にも比すべく商家軒を並へ
旅人糧を裏ずと雖も路は峭渓を遶て往来安からず宅舎は
澗壑に傍て平ならず表裏高低頗る異なり今其二三を図て
以て中央を定ことを示の証とす左の図奥の一棟高く別備
の如ゆへ灶室に続たる搆の中を取て磁石の立所とすべき
理に似たれども然す寝閨奥の一棟中に搆ある故其礎を界
として中央を定む是必然の理なり























右図の如は立格三段に搆たれとも此三階の所すべて裏に
ては平立物となりて勝手廻り寝閨等皆此中に備たり故に
二階下座敷等に拘はらす惣住居三階の中央を以て磁石の
居所と定むるなり
〇左の初の図の如は住居一連なれども表立物の中に寝所
備あるゆへ其一棟を界として中央を立る是棟備をもつみ
定むるものなり
〇同く次の図の如は表流片おろしにて添立に似たれども
大棟の所即座敷耳にて下の一搆に住居寝所の備ある故此
に中央を定む是決然の理なり
























左に著す五個の図に属せしものは凡て中央を二個所に立
て方位を考其吉凶を定む可なり茲に中央とは対極座をい
ふなり天地未判の始空朦としていまだ象るべきものなし
是を太極と云既に陰陽昇降して天開地定まる是を開闢と
いふ地は是宇宙の中央なれば唯太極座と為而己尤東家の
西は西家の東とす地球環の端なきがことく方位原より定
なけれは中央亦備りなきを知べし所謂太極無極なるもの
なり只暗に一点を施は忽然として中央立是天地開闢に比
す凡物の中は万物みな自ら備る宅相若其理を重ものは中
央二ヵ所に立其理最も深し図を以審察すべし


























































右終二図の中次の図の如は留守居の住居別に有て住居は
玄関大屋と一連なれは中央二ヵ所に備の理あり尤とも大
屋は惣宅の主座たり亦留守居の居間は住人の主座とす依
て此両所に中央備はる事自ら明白なり
〇同く初の図の如も亦中央二ヵ所に備はる理あり然ども
前説とは少し異なり先御殿等の一搆は無住空居の所ゆへ
方位の基場とする事甚だ当難し只惣地面の正中央を以て
磁石を定べし是決然の理なり而して此惣地靣と留守居の
宅と二ヵ所に中央を立ること猶図中に示か如し
因に記住人の中央に拘は歳破月破年月暗剣殺五黄殺本

命方的殺方等なり総て忌べし又大屋或は地靣の中央に
拘はるは人命に因さる大殺を忌のみ彼歳破月破年月暗
剣殺五黄殺等是なり
〇此例を以て各推考すべし右初三図のごとき別荘拘屋
敷等も其理相同く或は惣地面か又は惣立家を取て中央
を定め磁石の居所として人命に因ざる太殺方耳を忌み
持主たる本家又別荘守の宅よりは各本命的殺法および
人命に因さる所の大殺方をも忌べし又支配持にせし出
店抔も同し理にて中央両所に立本家の中央よりは人命
に拘さる大殺方を忌のみ支配人宅よりは人命に拘はる
も拘ざるも都ての大殺方を忌べきなり以て凶方禁格は
留守居持屋敷と同し理なることを知べし
中央の定格に神殿佛閣は本社本堂を以てすといへるは俗家
の玄関大屋を以て主とするものと同く偏に尊所を取の法
にして彼廰を以て中と為といへるの格なれは是今の所用
にあらす夫吉凶は総て住者の関る所ゆへ左の図の如く寺
社等は必ず院主社務の居間寝閨ある所の一棟を界として
中央を定べきなり但し此図亦中央を二ヶ所に立八方の吉
凶を定こと前例を以推て知べし凡堂社は地面の中央に備
へく営ん事尊所を以て中と為といへるの理に合里























夫中央を定ことは既に右に述がごとく彼是異説ありと雖
も皆以て従ふべからす只寝閨備ある一搆を以て定むるも
の獨り方位に適て吉凶凡て差失あることなし故に今其経
験二三個を録し以て好友の便覧に備ふ
一日出て交友を訪ふに其家暗剣殺の方に向て大造作をせ
り予驚て其祟災あらん事を示す主人の曰否先年貴師の指
揮に因て西の方へ立添せし故中央変里て今の造作恐らく
凶方には当らじと覚ゆと予か曰立添にて中央の変といふ
は彼龍水法に用ゆる磁石の立格にして今の用にはあらず
と屡方臨の古例を弁し累年自から臨考する所の応験を語

て懇に制論すと雖も主人偏固にして用ざれは是非なくし
て止ぬ然に後果して彼暗剣殺の祟害に罹り即左に図する
如く中央変転すべきの理なきを知べし
因に記此とき中央変しといへる所の西の方への立添は
元来戌亥張の搆ゆへ磁石の中へは入難を悟らずして唯
其立添餘り広ゆへを以て中央西へ寄とのみ思誤しもの
ならん若此中央西へ変りたるなれは今の造作凶方を除
と雖も其転変せさる証は既に艮暗剣殺の祟気に触月日
時三星の会合に応て災に罹しにて明白なり













或日京師の客宅図一紙を携来て方臨を請ふ予乃是を被見
するに先に一相者の臨考を経たりと見へて棟数多く立続
たる惣搆の中央に磁石を立たり予が曰此中央は龍水法と
云て立家欠張の形勢に因生気旺気の吉宮を定むる磁石の
居所にて是今の用にあらず凡家宅中央の定格は其様一な
らす先此図のこときは本宅を以て定むるを理とす客の曰
然は去年造作せし所此図の中央より見れは妨なき方位な
れとも亦本宅より見るときは正く先生禁たまふ所の暗剣
殺に当り是最恐べきの至たりと雖も固より愚昧其然否を
察する事能はずと予か曰当二月は前に造作有し方位の巡

星四緑中宮に入ゆへ此月祟害あらば即本宅の中央实事な
りとし若災禍なくは此図のごとく惣搆の中央最にして我
定むる所非なりとおもふべしと暁せしが果して其月に至
り大難に罹里以て本宅の中央是なることを感伏せり
因に記す右にいへる所の龍水法なるものは既に此編の
初にも述かごとく立物惣搆の欠張に因宅の位を定め其
吉宮に宅主の居間を設くるは常なり或は神佛の霊檀又
は文書財厨等すべて貴重の品を以て備置を法とせしも
のなり尤一個の古説決して信用すべきものにあらずと
知べし























或人右の一図を懐にし来て問て曰是は我隣家の図なり此
宅にして磁石の居所は常に飲食を調へ昼夜商用を達する
所の一棟を以て定むるや又安臥する所の一棟を以て定る
や頗る決し難しと是を閲て予が曰凡て磁石は宅主の寝閨
備ある所の一棟に立を以て中央を定むる事なれども此図
の如きは實に紛しく磁石を居所必と定かたし故に私に考るに此
表の一棟を以て中央を定むれは坤に碓磨場厠等あり艮に
厠水流し等の不浄陰湿の具ありて病災損財絶す子孫亦出
生すべからず假令出生すとも必す短命を主といふ至極の
凶相なり又裏の一棟を以て中央を定むれは不浄陰湿の備

乾に当り碓磨場西と成て聊故障なく子孫も生育し財宝も
能保の大吉相といふべきなり依て此家の窮達涧涸の態状
を以て探ば必す知べしと答ふ客曰く此家小児も多く育ち
産業は元より繁昌にて財宝も貧からず然に僕は此図表の
棟を以て本宅磁石の居所と見しゆへ偏に凶相と耳おもひ
家相吉凶の相反ずる事を不審せしか今先生の妙論を得て
暗に蒙霧を披けりと語ぬ是のことき中央紛しきは其家安
危の態狀を以て探り見て中央の正応を索むべし
左の両図は地面丈室の両中央より八方の位同しきゆへ吉
凶相更に動さる備なり先初の図の如きは厨の立もの未申
に搆ゆ所謂厨は烹飪の質にして井竈水流し等の陰湿を備
へ菜穢の不浄を洗扱の場所ゆへ此方に搆あるは大に凶し
是院内不取締を主とり徒弟に如法なく法類の譲続調ひ難
しとす是を俗家に譬ていはゝ養子継の家にして召僕に忠
なる徒なく株徳入財を保得がたしといふの大凶相なり〇
又次の図は陰湿不浄を扱べき厨の立もの戌亥の方にある
を以て寺徳至て尊く衆俗の寄財院内に保て偏に修堂の用
を達す是徒弟侍僕の如法賢忠なる故なり盖寺院猶此のご
とし况や庶家に於てをや
























右の論は中央を定に只其主の寝閨耳を以てすべからず其
理を重るものは中央二ヶ所に立といふ論証を述てもつて
凶相を禁むるものなり是を以て其地に順ひ一般に定難き
知べし既に寺社に向て庶人の宅を搆るは尊敬を失ふの凶
ありといふと雖も華洛のごとく寺前に在て商家繁栄なる
あり是全く此地の徳にして都遷の往昔より今に至里寺社
の祭聲常に絶す其徳普くして自から貴賎和するの理あり
故に国風柔順にして人気善天の性命に歸す是地徳尊きの
所謂なり以て庶家尊前に向ふの祟亦少しとす若其国風殺
伐の地は聖賢之を避ゆへに上下和せず人民亢強にして自
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から礼なく敬を失ふ不敬は神の悪所なり浪華の地なと寺
社に向たる庶人の宅皆以て衰微困窮なるは全く不敬の咎
にして偏に地徳薄く国風正しからさるが故なり此のごと
く其地徳によつて地宅吉凶の相法一般に論難し然ども畢
竟寺社に向たる庶人の家は只一端の繁栄にして極て変易
しとす慎ずんばあるべからす夫宅相を正と雖も心相を正
さすと凡家相方位を信ずる徒彼吉徳を得と欲ば須く先此
理を察し恐て常を慎べし

家相秘伝集下之巻終

家相秘伝集自叙
夫陰陽清濁は天地自然の表裏上下尊卑の起原なり万物其
造化に因て生ずるや皆其氣を禀ずという事なし是物に貴賎
の別ある所以なり而して各其分を守て争ざるものは偏に人
道義を重ずるによる是を以其居所に於も亦宮殿楼閣坊舎
艸亭おの〱分に応して其制異なり豈復奪べけんや夫子
も礼は其奢らんより寧倹せよと曰り四民其職業に随ひ分限
を弁へ花美を除き専ら質素を守ことすべて長久の基
にして是亦宅舎吉相を布の要道たり然ば地理の曲直家
宅の備搆すべて善を撰盡べきと雖も其身農工商の分と
して聊も楼閣殿舎に似たる宅の搆あるは上を潜する驕奢
の罪免難く終に子孫を絶とす又士太夫に在て茅屋艸蘆
の居所を営は物好なりといへども下賎に触る過あ里て
子孫かならず野人となるなり凡て神職儒者沙門医師
[bookmark: _GoBack]の類も官者凡下の分を守て其相応に営べし但分を犯は特
天理に逆のみならず草木の其地に非して栽は必す生育せ
ざるが如し既に地宅両吉相を布と雖も主人亦正しから
ざるときは益なきに近し軍法に地の理は人の和に及ず
と云が如し蓋地形宅相は善惡の従然として不易に備
ふる者なれは必す軽忽にすべからず其地宅吉なれば必

す善を好地宅凶なれば極て悪を好吉凶の然しむる所た
里但主人正しと雖も地宅凶なれば其利起らす地宅と人
気の両吉互に依因て幸慶を召すものなり其地宅相法
の仍て起ことや最奮く後我　朝に入て共に流伝する事亦
久達なり其書黄帝宅経営造宅経象吉通書三白宝海等
其餘の通所頗る多く皆以来舶す今其中に就に枢要な
るものを採摭し並に和解して以て世俗童業の便覧に備
ふ苟此書の伝決に因て地理宅相を撰擇せはおのづから
家人和して富貴長寿に至里転禍作福の禎祥を蒙
らんと云爾

天保十一庚子歳冬至日
松　浦　琴　鶴　誌
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